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改善の内容 

全車両、確認のうえ、後輪のブレーキキャリパーが対策前品の場合は、ブレーキキャリパー内部のピス

トンを良品に交換する。①の改善措置においてブレーキキャリパーを対策品に交換した場合、ピストン

も同時に良品に交換される。 

 

注：図中の        内は、交換する部品を示す。 
 
識別：運転席ドア側ロアーヒンジの上側取付けボルト頭部に、白または黄色ペイントを塗布する。 

 

ブレーキキャリパー 

後輪のブレーキキャリパーにおいて、製造工程での検査不良により検査規格を外れる部品が流出した

ため、ブレーキパッドとブレーキディスクとの隙間を自動調整する機構が作動しなくなるものがある。

そのため、ブレーキパッドの摩耗が進行しても、ブレーキパッドとブレーキディスクの隙間が自動調

整されず、駐車ブレーキの制動力が低下し、最悪の場合、駐車中の車両が動き出すおそれがある。 
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